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Living Information Living Information

く
ら
し

　
　

百
科

問は問い合わせ先です

　

ア
ナ
ロ
グ
放
送
は
平
成
23
年
７
月

24
日
正
午
に
す
べ
て
の
放
送
が
終
了

し
、地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
（
地
デ
ジ
）

に
移
行
ま
す
。
地
デ
ジ
を
視
聴
す
る

に
は
、
①
地
デ
ジ
対
応
の
テ
レ
ビ
に

買
い
換
え
る
、
②
地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ

ー
を
買
い
足
す
な
ど
の
方
法
が
あ
り

ま
す
。
共
同
ア
ン
テ
ナ
施
設
で
テ
レ

ビ
を
ご
覧
の
方
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
の

施
設
改
修
が
必
要
で
す
。
受
信
障
害

対
策
共
聴
施
設
で
テ
レ
ビ
を
ご
覧
の

方
は
、
受
信
障
害
が
解
消
さ
れ
る
こ

と
が
多
く
、
そ
の
場
合
は
ご
自
宅
に

Ｕ
Ｈ
Ｆ
の
ア
ン
テ
ナ
を
設
置
す
る
こ

と
も
可
能
で
す
。

　

ま
た
、
テ
レ
ビ
の
購
入
に
つ
い
て

は
、
エ
コ
ポ
イ
ン
ト
に
よ
る
支
援
を

行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
ポ
イ
ン
ト
は

ア
ン
テ
ナ
工
事
に
も
利
用
可
能
で

す
。
地
デ
ジ
の
準
備
に
当
た
り
、「
何

を
す
れ
ば
よ
い
か
分
か
ら
な
い
」
と

い
う
方
や
「
テ
レ
ビ
を
買
っ
た
の
に

受
信
で
き
な
い
」
と
い
う
方
に
は
、

総
務
省
テ
レ
ビ
受
信
者
支
援
セ
ン
タ

ー
（
デ
ジ
サ
ポ
）
が
お
手
伝
い
し
ま

す
。
詳
し
く
は
、
デ
ジ
サ
ポ
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（http://digisuppo.

jp/

）
を
ご
覧
に
な
る
か
、
総
務
省

地
デ
ジ
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
総
務
省
地
デ
ジ
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
５
７
０
│
０
７
│
０
１
０
１

〜
見
た
つ
も
り
点
検
ミ
ス
が
事
故
招
く
〜

　

過
去
10
年
間
の
県
内
の
農
作
業
死

亡
事
故
は
１
１
０
件
で
、
そ
の
う
ち

の
65
㌫
は
転
倒
・
転
落
で
す
。
特
に

乗
用
ト
ラ
ク
タ
ー
で
の
死
亡
事
故
が

59
㌫
と
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

安
全
な
農
作
業
を
心
掛
け
る
こ
と

が
第
一
で
す
が
、
万
が
一
の
事
故
に

備
え
て
労
災
保
険
に
加
入
し
ま
し
ょ

う
。
一
定
の
要
件
を
満
た
し
て
い
れ

ば
、
自
営
農
業
者
本
人
が
加
入
で
き

る
「
特
別
加
入
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

ぜ
ひ
、
活
用
し
ま
し
ょ
う
。

■
仕
事
前
に
も
う
一
度
確
認
！

①
機
械
や
道
具
の
点
検
・
整
備

②
休
憩
を
取
れ
る
無
理
の
な
い
作
業

③
路
肩
の
状
況
を
確
認

④
農
作
業
や
機
械
作
業
に
適
し
た
服
装

⑤
ほ
場
の
出
入
り
、あ
ぜ
越
え
は
慎
重
に

⑥
点
検
・
調
整
時
は
、
必
ず
エ
ン
ジ

ン
停
止

⑦
反
射
板
の
装
着
、
点
検

●
主
催　

農
作
業
安
全
運
動
推
進
宮

城
県
本
部

問
農
林
課　

☎
２
２
│
１
２
５
３

■
軽
自
動
車
税
の
賦
課
対
象
者

　

平
成
22
年
４
月
１
日
現
在
で
、
原

付
き
バ
イ
ク
や
小
型
特
殊
自
動
車
、

軽
二
輪
車
、
軽
四
輪
車
、
二
輪
小
型

自
動
車
な
ど
の
軽
自
動
車
を
登
録
し

て
い
る
方
に
、
１
年
分
の
軽
自
動
車

税
が
賦
課
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
22
年
度
の
納
税
通
知
書
を
、

５
月
7
日（
金
）に
発
送
す
る
予
定
で

す
。
納
期
限
は
5
月
31
日（
月
）で
す

の
で
、
早
期
の
納
付
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

※
４
月
２
日
以
降
に
廃
車
・
名
義
変

更
手
続
き
を
行
っ
て
も
、
月
割
り

で
の
課
税
・
還
付
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
軽
自
動
車
税
の
減
免

　

身
体
に
障
害
の
あ
る
方
な
ど
が
所

有
す
る
軽
自
動
車
で
、
も
っ
ぱ
ら
通

学
（
通
所
）
や
通
院
、
仕
事
の
た
め

に
使
用
す
る
車
両
は
、
障
害
の
種
類

や
等
級
に
よ
り
、
減
免
が
受
け
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
該
当
の
有
無

を
ご
確
認
の
上
、
５
月
24
日（
月
）ま

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
に
必
要
な
物　

納
税
通
知
書
、

身
体
障
害
者
手
帳
、
運
転
免
許
証
、

車
検
証
、
印
鑑

※
普
通
自
動
車
税
（
県
税
）
の
減
免

を
受
け
る
場
合
は
、
軽
自
動
車
税

の
減
免
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課　

☎
２
２―

１
３
１
３

■
平
成
21
年
３
月
31
日
以
降
に
離
職

さ
れ
た
方
が
対
象
と
な
り
ま
す

　

平
成
22
年
４
月
か
ら
、
次
の
よ
う

な
方
は
国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。

●
対
象
者

　

離
職
の
翌
日
か
ら
翌
年
度
末
ま
で

に
、
①
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格

者（
倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職
）、

②
雇
用
保
険
の
特
定
理
由
離
職
者

（
雇
い
止
め
な
ど
に
よ
る
離
職
）
の

い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
失
業
給
付
な

ど
を
受
け
る
方

●
軽
減
額

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
前
年
中
の

所
得
な
ど
に
よ
り
算
定
さ
れ
ま
す
。

軽
減
に
該
当
す
る
方
は
、
前
年
の
給

与
所
得
を
１
０
０
分
の
30
と
み
な
し

て
計
算
し
ま
す
。

●
軽
減
期
間

　

離
職
の
翌
日
か
ら
翌
年
度
末
ま
で

の
期
間
で
す
。
雇
用
保
険
の
失
業
給

付
な
ど
を
受
け
る
期
間
と
は
異
な
り

ま
す
。

　

た
だ
し
、
平
成
21
年
３
月
31
日
か

ら
平
成
22
年
３
月
30
日
ま
で
に
離
職

さ
れ
た
方
は
、
平
成
22
年
度
に
限
り

国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す

（
平
成
21
年
度
分
は
対
象
外
と
な
り

ま
す
）。

●
申
請
に
必
要
な
物

　

申
請
さ
れ
る
方
は
、
雇
用
保
険
受

　

広
報
し
ろ
い
し
４
月
号
で
も
お
知

ら
せ
し
た
通
り
、
本
年
４
月
か
ら
子

ど
も
手
当
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

本
年
度
に
お
い
て
は
中
学
校
修
了
ま

で
の
子
ど
も
の
養
育
者
（
保
護
者
）

に
、
子
ど
も
１
人
に
つ
き
月
額

１
３
、０
０
０
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

子
ど
も
手
当
で
は
、
こ
れ
ま
で
の

児
童
手
当
の
支
給
額
や
支
給
対
象
児

童
が
拡
充
さ
れ
、
所
得
制
限
も
あ
り

ま
せ
ん
。

■
申
請
の
手
続
き
に
つ
い
て

●
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
た
方

　

児
童
手
当
受
給
者
の
方
は
、
基
本

的
に
４
月
分
か
ら
子
ど
も
手
当
へ
認

定
と
み
な
さ
れ
、
手
続
き
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
新
た
に
対
象

と
な
る
中
学
２
、３
年
生
が
い
る
場

合
は
、「
額
改
定
認
定
請
求
書
（
増

額
）」
の
提
出
が
必
要
で
す
。

●
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
な
い
方

　

児
童
手
当
の
受
給
者
で
な
い
方

で
、
中
学
校
修
了
前
ま
で
の
お
子
さ

ま
を
養
育
し
て
い
る
方
が
受
給
す
る

に
は
、「
認
定
請
求
書
（
新
規
）」
に

よ
る
申
請
が
必
要
で
す
。

　

申
請
に
は
①
印
鑑
、
②
養
育
者
の

健
康
保
険
証
の
写
し
、
③
養
育
者
の

振
込
口
座
の
通
帳
の
写
し
な
ど
が
必

要
で
す
。

※
そ
の
ほ
か
に
も
、
必
要
に
応
じ
て

提
出
す
る
書
類
が
あ
り
ま
す
。

●
注
意
点

・
支
給
対
象
の
拡
充
に
伴
う
新
規
・

増
額
の
場
合
で
、
４
月
分
か
ら
子

ど
も
手
当
を
受
給
す
る
に
は
、
９

月
30
日（
木
）ま
で
申
請
が
必
要
で

す
。

・
申
請
は
、
養
育
者
が
お
住
ま
い
の

市
町
村
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
公
務
員
の
方
は
勤
務
先
で
行

っ
て
く
だ
さ
い
。

・
児
童
手
当
を
所
得
制
限
の
た
め
受

給
し
て
い
な
い
方
、
お
子
さ
ま
と

世
帯
を
別
に
し
て
い
る
方
な
ど
は

お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

地
デ
ジ
の
準
備
は
お
早
め
に
！

子
ど
も
手
当
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必
要
で
す

問
子
ど
も
家
庭
課　

☎
２
２
―
１
３
６
３

　

市
民
が
安
心
し
て
子
ど
も
を
生

み
、
次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
が
健

や
か
に
成
長
で
き
る
ま
ち
を
目
指
し

て
、平
成
22
年
度
か
ら
５
年
間
の「
白

石
市
次
世
代
育
成
支
援
行
動
計
画

（
後
期
）」（
平
成
22
〜
26
年
度
）
を

策
定
し
ま
し
た
。

　

本
市
で
は
、
平
成
16
年
度
に
前
期

行
動
計
画
（
平
成
17
〜
21
年
度
）
を

策
定
し
、
計
画
で
掲
げ
た
さ
ま
ざ
ま

な
施
策
や
事
業
を
推
進
し
、
子
育
て

環
境
づ
く
り
の
推
進
に
努
め
て
き
ま

し
た
。
こ
の
計
画
が
21
年
度
で
終
了

す
る
こ
と
か
ら
、前
期
計
画
の
評
価
・

検
証
な
ど
、
必
要
な
見
直
し
を
行
い

ま
し
た
。

　

後
期
行
動
計
画
で
は
、
こ
れ
ま
で

の
基
本
理
念
で
あ
る
「
子
ど
も
・
親
・

地
域
み
ん
な
が
育
ち
あ
う
ま
ち
づ
く

り
」
を
継
承
し
、
こ
の
計
画
に
基
づ

い
て
引
き
続
き
各
種
子
育
て
支
援
事

業
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

　

後
期
行
動
計
画
は
、
市
庁
舎
１
階

子
ど
も
家
庭
課
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
子
ど
も
家
庭
課　

☎
２
２
│
１
３
６
３

■子ども手当の概要（平成22年度）
　子ども手当は、次代を担う子どもの健やかな育ちを、社
会全体で応援するという趣旨の下に支給される手当です。

支給対象児童 ０歳から中学校修了前（15歳到達後最初の
年度末まで）の子ども

支 給 額 月額　13,000円

支 給 月 原則　２月・６月・10月
（それぞれ前月分までが支給されます）

※子ども手当の全部または一部の支給を受けずに、お住まいの市
町村に寄付することもできます。

給
資
格
者
証
と
印
鑑
（
シ
ャ
チ
ハ
タ

不
可
）
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
申
請

は
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

●
注
意
点

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
中
は
、
途

中
で
就
職
し
て
も
引
き
続
き
対
象
と

な
り
ま
す
が
、
会
社
の
健
康
保
険
に

加
入
す
る
な
ど
、
国
民
健
康
保
険
を

脱
退
し
た
場
合
は
終
了
し
ま
す
。
そ

の
後
す
ぐ
に
、
自
発
的
な
失
業
に
よ

り
国
民
健
康
保
険
に
再
加
入
し
た
場

合
は
、
失
業
軽
減
の
対
象
と
は
な
り

ま
せ
ん
。
再
加
入
の
時
点
で
対
象
者

に
該
当
し
て
も
、
そ
の
都
度
申
請
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

※
こ
れ
ま
で
勤
め
て
い
た
会
社
か
ら

本
市
に
、
該
当
者
の
報
告
な
ど
は

あ
り
ま
せ
ん
。
必
ず
ご
自
身
で
申

請
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

■
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
限
度
額

が
改
正
さ
れ
ま
し
た

　

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、

１
世
帯
当
た
り
の
「
医
療
給
付
費
」

の
課
税
限
度
額
が
47
万
円
か
ら
50
万

円
に
、ま
た
、「
後
期
高
齢
者
支
援
金
」

が
12
万
円
か
ら
13
万
円
に
引
き
上
げ

ら
れ
ま
し
た
。
平
成
22
年
度
分
か
ら

の
適
用
と
な
り
ま
す
。

※
制
度
の
詳
し
い
内
容
や
ご
不
明
な

点
は
、
税
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課　

☎
２
２―

１
３
１
３

　

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
で
厚
生

年
金
に
加
入
し
て
い
た
方
が
退
職

（
失
業
）
し
た
場
合
は
、
市
民
課
窓

口
で
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
に

な
る
手
続
き
が
必
要
で
す
。
第
１
号

被
保
険
者
は
自
分
で
毎
月
保
険
料
を

納
め
ま
す
。
平
成
22
年
度
は
月
額

１
５
、１
０
０
円
で
す
。

　

所
得
が
少
な
い
な
ど
、
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難
な
場

合
に
は
、
本
人
の
申
請
に
よ
っ
て
保

険
料
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。

　

免
除
制
度
を
利
用
す
る
と
、
免
除

さ
れ
た
期
間
は
、①
老
齢
基
礎
年
金
・

老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
資
格
期
間
に

算
入
さ
れ
ま
す
。
②
老
齢
基
礎
年
金

の
２
分
の
１
の
金
額
が
保
障
さ
れ
ま

す
。
③
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎

年
金
の
受
給
資
格
期
間
に
算
入
さ
れ

ま
す
。
ま
た
、
免
除
さ
れ
た
期
間
で

も
10
年
以
内
に
「
追
納
」
を
し
て
、

老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額
を
増
や
す

こ
と
も
で
き
ま
す
。

■
退
職（
失
業
）時
の
特
例
免
除
制
度

　

免
除
申
請
す
る
年
度
、
ま
た
は
そ

の
前
年
度
に
退
職
（
失
業
）
し
た
方

は
、
保
険
料
の
特
例
免
除
制
度
を
利

用
で
き
ま
す
。
こ
の
制
度
は
、
通
常

は
審
査
の
対
象
と
な
る
本
人
の
所
得

を
除
外
し
て
審
査
を
行
い
ま
す
。
た

だ
し
、
配
偶
者
や
世
帯
主
に
一
定
以

上
の
所
得
が
あ
る
と
き
は
免
除
が
認

め
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
退
職
に
は
自
己
都
合
退
職
も
含
ま

れ
ま
す
。

●
手
続
き
に
必
要
な
物　

①
印
鑑
、

②
年
金
手
帳
、
③
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
の
写
し
な
ど
、
失
業
を
確
認

で
き
る
公
的
機
関
の
証
明
の
写
し
、

④
平
成
21
年
１
月
１
日
時
点
で
本
市

に
住
所
が
な
か
っ
た
方
は
、
前
住
所

地
か
ら
の
課
税
証
明
書

●
被
扶
養
配
偶
者
の
方

　

扶
養
に
な
っ
て
い
た
配
偶
者
の
方

も
、
配
偶
者
の
退
職
（
失
業
）
に
よ

り
、
国
民
年
金
の
加
入
の
種
類
が
、

第
３
号
被
保
険
者
か
ら
、
第
１
号
被

保
険
者
に
変
わ
り
ま
す
の
で
、
市
民

課
窓
口
で
手
続
き
が
必
要
で
す
。

■
学
生
の
皆
さ
ん
へ
、
学
生
納
付
特

例
の
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
？

　

20
歳
以
上
の
学
生
の
方
で
保
険
料

の
納
付
が
困
難
な
場
合
、
申
請
に
よ

り
在
学
期
間
中
の
保
険
料
の
納
付
が

猶
予
さ
れ
る
、
学
生
納
付
特
例
制
度

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
手
続
き
は
在
学

期
間
中
、
毎
年
必
要
と
な
り
ま
す
。

●
手
続
き
に
必
要
な
物  

①
学
生
証

ま
た
は
在
学
証
明
書
、②
年
金
手
帳
、

③
印
鑑

問
大
河
原
年
金
事
務
所

　

☎
０
２
２
４
│
５
１
│
３
１
１
３

　

市
民
課　

☎
２
２
│
１
３
１
２　

軽
自
動
車
税
の
納
付
は
お
早
め
に

６
月
30
日
ま
で
は

春
の
農
作
業
安
全
運
動
期
間
で
す

白
石
市
次
世
代
育
成
支
援
行
動
計
画

（
後
期
）を
ご
覧
く
だ
さ
い

倒
産
や
解
雇
な
ど
の
理
由
に
よ
る
離
職
者
の
方
へ

国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す

国
民
年
金
に
は
退
職
（
失
業
）
に
よ
る
保
険
料
の

特
例
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す
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